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○揖斐川町第２子以降の保育料無料化事業実施要綱

平成27年５月１日

告示第37号

改正 平成29年５月23日告示第35号

（趣旨）

第１条 この告示は、揖斐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育

料等に関する規則（平成27年揖斐川町規則第13号）第３条第１項に規定する第２

子以降の児童等に係る保育料月額無料化（以下「保育料の無料化」という。）に

関し必要な事項を定めるものとする。

（対象者）

第２条 保育料の無料化の対象者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(１) 揖斐川町に住所を有する世帯のうち、同一世帯で子どもを２人以上養育し

ており、出生の最も早い者から順次に数えて第２番目以降の特定教育・保育施

設又は特定地域型保育施設に在籍している児童

(２) その他町長が特に必要と認める児童

（申請手続等）

第３条 保育料の無料化を受けようとする保護者は、揖斐川町第２子以降の保育料

無料化申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて毎年度提出しなければならな

い。

（通知）

第４条 町長は、申請書の提出があったときは保育料無料化の可否を決定し、申請

者に揖斐川町第２子以降の保育料無料化決定（却下）通知書（様式第２号）によ

り通知するものとする。

（申請内容の変更）

第５条 第３条の規定により提出した揖斐川町第２子以降の保育料無料化申請書の

内容について変更があったときは、揖斐川町第２子以降の保育料無料化に係る申

請内容の変更届（様式第３号）を提出しなければならない。

（保育料月額の変更）

第６条 前条の規定による揖斐川町第２子以降の保育料無料化に係る申請内容の変

更届の提出があったときは、当該保護者について保育料月額の認定を行い、揖斐

川町第２子以降の保育料変更通知書（様式第４号）により通知するものとする。
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（その他）

第７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、平成27年４月１日から適用する。

附 則（平成29年５月23日告示第35号）

この告示は、公表の日から施行し、平成29年４月１日から適用する。
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様式第１号（第３条関係）

様式第２号（第４条関係）

様式第３号（第５条関係）

様式第４号（第６条関係）


